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【
論
文
】

新
出
田
中
親
美
氏
旧
蔵 

「
藤
原
定
家
筆
書
状
案
」
の
紹
介
と
考
察

小　

島　

孝　

之

一

現
在
、
某
家
に
所
蔵
さ
れ
る
田
中
親
美
氏
旧
蔵
の
書
状
を
調
査
す

る
機
会
を
得
た
。
た
い
へ
ん
興
味
深
い
も
の
な
の
で
、
紹
介
と
考
察

を
試
み
た
い
。
写
真
撮
影
を
お
許
し
い
た
だ
い
た
の
で
、
ま
ず
そ
の

写
真
を
掲
げ
よ
う
（
図
1
）。

こ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
、
法
量
は

縦
三
〇
・
一
㎝
、
横
四
七
・
二
㎝
で
あ
る
。

明
夕
廿
二
日
可
遂
拝

賀
秉
燭
以
後
令
祗

候
給
哉
略
儀
不
定
也

不
及
御
束
帯
候
歟

九
月
廿
一
日　

定
家

新
蔵
人
殿

　
　

す
み
よ
し
の
松
か
ね
あ
ら
ふ

　
　
　

し
き
な
み
に

　
　
　
　

い
の
る

　
　
　
　
　
　
　

み
か
け
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ち
よ
も
か
ハ
ら
し
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読
み
に
く
い
箇
所
が
あ
り
、
若
干
疑
問
が
残
る
点
に
つ
い
て
ま
ず

述
べ
て
お
き
た
い
。
三
行
目
末
尾
の
小
字
で
書
か
れ
て
い
る
三
字
は

読
解
困
難
で
あ
る
。
一
字
目
の
「
不
」
は
問
題
な
い
が
、
二
字
目
の

「
定
」
は
困
る
。
こ
の
崩
し
方
は
読
め
な
い
。
強
い
て
読
め
ば
「
定
」

で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
程
度
に
し
か
言
え
な
い
。
三
字
目
の
「
也
」

は
さ
ら
に
怪
し
い
。「
是
」
と
読
む
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
と
思

う
。
し
か
し
、
文
字
の
大
き
さ
か
ら
考
え
る
と
、
末
尾
の
三
字
は
、

上
の
「
略
儀
」
の
注
記
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
小

さ
い
字
で
狭
い
余
白
に
行
を
ず
ら
し
て
無
理
や
り
押
し
込
ん
で
書
い

て
い
る
体
裁
は
注
記
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。「
不
定
也
」
と
一
応
読
ん

で
お
く
。

以
上
の
よ
う
な
わ
け
で
、
完
璧
を
期
す
こ
と
が
出
来
な
い
が
、
手

紙
の
本
文
は
次
の
よ
う
に
読
み
下
し
、
意
味
を
解
読
す
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
明
夕
廿
二
日
拝
賀
を
遂
ぐ
べ
し
。
秉
燭
以
後
、
祗
候
せ
し
め

給
ふ
や
。
略
儀
不
定
也
に
て
、
御
束
帯
に
及
ば
ず
候
か
。

九
月
廿
一
日　

定
家

新
蔵
人
殿
」

　

意
味
は
、「
明
日
（
廿
二
日
）
の
夕
刻
、
拝
賀
を
行
い
ま
す
。

秉
燭
（
灯
り
を
点
け
た
）
後
に
祗
候
さ
せ
な
さ
る
で
し
ょ
う
か
。

図 1
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略
儀
（
定
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
）
な
の
で
、
御
束
帯
に
は
及
ば
な
い

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

九
月
廿
一
日　

定
家

新
蔵
人
殿
」

現
代
語
訳
で
難
し
い
の
は
、「
令
」
と
「
給
」
の
敬
語
の
扱
い
で

あ
る
。「
令
」
は
一
応
、
使
役
の
用
法
で
あ
る
と
考
え
て
お
く
。「
祗

候
」
す
る
の
は
定
家
で
あ
る
か
ら
、「
祗
候
さ
せ
る
」
の
は
相
手
方

で
あ
り
、
そ
の
行
為
に
対
し
て
尊
敬
語
の
「
給
」
を
付
す
、
と
い
う

文
の
構
造
な
の
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、「
祗
候
さ
せ
な
さ
る
」
と
訳

し
て
み
た
。「
束
帯
」
に
は
「
御
」
と
い
う
尊
敬
の
接
頭
辞
が
付
い

て
い
る
か
ら
、
相
手
方
の
装
束
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
以
上

の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
こ
の
手
紙
は
、「
明
日
の
夕
刻
拝
賀
を
行

い
ま
す
が
、
秉
燭
の
後
に
祗
候
を
お
許
し
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
略

儀
な
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
正
装
の
束
帯
で
来
て
い
た
だ
く
必
要
は
な
い

で
し
ょ
う
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
な
る
か
と
思
わ
れ
る
。
拝
賀
の

た
め
に
祗
候
を
許
さ
れ
る
時
刻
を
問
い
合
わ
せ
る
の
に
合
わ
せ
て
、

そ
の
折
の
服
装
に
つ
い
て
、
略
儀
で
行
い
た
い
の
で
、
蔵
人
も
正
装

の
束
帯
で
な
く
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
尋
ね
て
い
る
の
だ
と
思

わ
れ
る
。

こ
れ
が
、
い
つ
の
手
紙
で
あ
る
か
を
考
え
る
鍵
は
、
九
月
廿
二
日

の
拝
賀
で
あ
る
。
定
家
の
日
記
『
明
月
記
』
で
「
拝
賀
」
の
記
事
を

探
せ
ば
よ
い
は
ず
だ
。
答
え
は
簡
単
に
見
出
せ
る
。
建
暦
元
年
（
一

二
一
一
）
九
月
二
十
二
日
で
あ
る
。
日
記
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
か

な
り
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る（（
（

。

廿
二
日
、
辛
未
、
遂
拝
賀
日
也
。
車
榻
等
申
請
大
納
言
殿
、

密
々
以
私
牛
童
取
寄
歟
、
依
略
儀
也
、
下
襲
表
袴
日
也
、
但
無
半
臂
、
仍

又
請
源
中
納
言
用
之
、
帯
剱
等
用
自
物
、
有
文
帯
螺
鈿
剱
也
、
抑
昨

日
警
固
、
八
条
院
薨
葬
、
今
日
着
陣
以
後
可
参
内
、
而
史
遅
参
間
、

時
刻
推
移
云
々
、
少
将
参
着
陣
、
警
固
又
同
、
無
他
人
云
々
、
所
示
送

也
、
但
着
陣
已
了
、
未
仰
開
闢
事
云
々
、
仍
先
参
院
、
前
駆
二

人
、
判
官
代
大
夫
長
邦
、
左
近
大
夫
兼
宣
上
西
門
院
蔵
人
、
雑
色
平
礼
、
車
副

如
例
、
平
礼
夾
尻
、
牛
童
、
赤
色
、
黄
衣
、
相
具
退
紅
仕
丁
、
人
々
説

不
同
、
然
而
付
此
説
了
、
蔵
人
家
資
、
不
可
憚
布
衣
由
約
束
、
申
之
、

舞
踏
自
上
廻
、
両
女
院
御
方
共
無
蔵
人
、
申
入
女
房
不
拝
、
次

参
太
相
国
、
称
出
行
由
不
拝
、
参
陰
陽
門
院
、
蔵
人
申
之
、
二
拝
、

此
間
雨
又
休
止
、
次
参
殿
、
蔵
人
大
夫
以
輔
称
御
出
由
、
不
拝
、
次

参
承
明
門
院
、
前
民
部
大
輔
称
無
六
位
由
、
申
之
、
殊
過
差
之

由
示
之
、
舞
踏
、
次
参
新
院
、
蔵
人
家
時
申
之
、
拝
舞
、
次
参

内
、
経
敷
政
門
院
、
陣
座
前
也
、
兵
衛
尉
惟
長
申
之
、
拝
舞

了
、
又
出
逢
仰
昇
殿
、
次
入
無
名
門
、
揖
昇
沓
脱
、
脱
沓
着
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座
、
揖
了
安
座
、
次
揖
退
下
、
出
無
名
門
代
了
、
又
昇
中
門
、

自
上
参
宮
御
方
、
共
人
廻
門
外
、
宮
司
朝
房
出
逢
、
二
拝
退
出
、

参
七
条
院
、
申
入
女
房
、
次
殿
大
納
言
殿
、
業
賢
示
御
出
由
、

帰
家
、
咳
病
尤
甚
、

こ
の
時
、
定
家
は
五
十
歳
、
九
月
六
日
に
は
姉
の
健
御
前
を
通
じ

て
卿
二
位
兼
子
（
後
鳥
羽
院
の
乳
母
範
子
の
妹
）
に
蔵
人
頭
に
任
官

で
き
る
よ
う
訴
え
た
が
、
翌
日
の
七
日
の
除
目
で
は
、
蔵
人
頭
に
は

源
通
方
（
範
子
の
再
婚
相
手
源
通
親
の
子
）
が
任
じ
ら
れ
、
定
家
は

そ
の
代
わ
り
に
、
侍
従
に
任
じ
ら
れ
、
加
え
て
三
位
の
位
に
叙
さ
れ

た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
任
官
叙
位
が
必
ず
し
も
定
家
の
意
に
沿
う
も

の
で
は
な
く
、「
已
に
生
涯
の
本
望
を
失
ひ
、
先
づ
悲
涙
を
拭
」
う

体
の
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
侍
従
叙
三
位
も
第
二
希
望
で
あ
っ
て
、

喜
ぶ
べ
き
こ
と
に
は
違
い
な
か
っ
た
。
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
は
、
久

保
田
淳
著
『
藤
原
定
家
』
に
主
に
『
明
月
記
』
に
依
り
つ
つ
詳
細
に

描
か
れ
て
い
る（（
（

。

さ
て
、
叙
位
任
官
の
拝
賀
を
九
月
十
六
日
に
行
な
お
う
と
し
た
の

だ
が
、
十
四
日
に
院
の
御
所
で
発
生
し
た
穢
れ
の
た
め
に
参
内
昇
殿

を
憚
る
べ
し
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
延
引
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ

た
。
そ
こ
で
、
二
十
二
日
に
拝
賀
を
実
行
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、

前
日
の
二
十
一
日
に
八
条
院
の
薨
奏
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
度
は

内
裏
や
院
御
所
の
穢
れ
で
は
な
い
の
で
、
拝
賀
を
実
行
す
る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
宮
中
で
は
昨
日
の
八
条
院
の
薨
葬
の
警
固
か
ら

の
着
陣
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
済
ん
だ
あ
と
で
参
内
す
る
こ
と
に

な
る
。
あ
ち
ら
こ
ち
ら
を
拝
賀
に
廻
る
が
、
摂
政
（
大
相
国
）
な
ど

外
出
中
と
い
う
こ
と
で
拝
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
り
、
女
院
御

所
な
ど
で
は
、
女
房
に
申
し
入
れ
た
だ
け
で
拝
さ
な
か
っ
た
り
、
か

な
り
大
変
そ
う
だ
。
帰
宅
後
か
ら
こ
の
頃
の
持
病
の
咳
に
悩
ま
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
後
し
ば
ら
く
日
記
に
は
「
咳
病
」、「
所
労
」

の
記
述
が
連
日
の
よ
う
に
続
く
。

こ
の
『
明
月
記
』
の
記
述
と
、
書
状
の
内
容
は
よ
く
符
合
す
る
。

特
に
記
述
が
合
致
す
る
箇
所
に
は
傍
線
を
付
し
た
が
、
こ
の
拝
賀
が

略
儀
で
あ
る
こ
と
は
、
日
記
の
冒
頭
近
く
に
記
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、「
蔵
人
家
資
、
不
可
憚
布
衣
由
約
束
、
申
之
」
の
記
述
か
ら
、
服
装
は

「
布
衣
」
と
い
う
略
装
に
す
る
こ
と
を
、「
蔵
人
家
資
」
と
約
束
し
て

あ
っ
た
と
わ
か
る
。
こ
の
記
述
か
ら
、
本
書
状
の
宛
先
の
「
新
蔵

人
」
が
家
資
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。『
明
月
記
』
に
家
資
の
名
が

登
場
す
る
の
は
、
こ
の
日
の
記
事
が
初
め
て
だ
か
ら
、
彼
が
蔵
人
に

任
じ
ら
れ
た
の
は
、
比
較
的
こ
の
日
に
近
い
時
だ
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。「
新
蔵
人
」
と
い
う
呼
称
も
、
彼
が
新
任
の
蔵
人
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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以
上
で
書
状
の
内
容
の
検
討
は
ほ
ぼ
終
わ
り
で
あ
る
。
残
る
は
末
尾

に
書
き
込
ま
れ
た
歌
に
つ
い
て
の
検
討
を
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

二

こ
の
歌
は
、
手
紙
の
文
面
の
残
っ
た
余
白
に
書
き
込
ん
だ
形
だ
か

ら
、
手
許
に
あ
っ
た
反
故
の
余
白
に
書
き
込
ん
だ
も
の
と
推
測
で
き

る
。
定
家
の
差
し
出
し
た
清
書
の
書
状
は
、
相
手
方
の
蔵
人
の
手
許

に
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
定
家
が
反
故
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
逆
に
言
う
と
、
定
家
が
反
故
と
し
て
利
用
し
た
の
だ
か
ら
、

こ
の
書
状
は
「
案
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
案
」
と
は
差

出
人
が
念
の
た
め
手
許
に
残
す
控
え
の
こ
と
で
あ
る（（
（

。
手
控
え
だ
か

ら
用
が
済
ん
で
必
要
が
な
く
な
れ
ば
反
故
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と

に
も
な
る
。
定
家
は
、
後
日
、
た
ま
た
ま
思
い
つ
い
た
歌
を
、
手
近

に
あ
っ
た
反
故
の
余
白
に
書
き
留
め
た
の
で
あ
る
。
定
家
の
「
歌
入

り
文
」
と
言
わ
れ
る
も
の
に
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
歌
を
書
き
留
め

た
体
裁
の
も
の
が
他
に
も
あ
る
よ
う
で（（
（

、
本
書
状
案
は
そ
う
し
た
も

の
の
一
つ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
歌
が
小
さ
な
文
字
で
走
り
書

き
の
よ
う
に
余
白
に
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
体
裁
か
ら
も
そ
の
よ
う
に

推
測
で
き
る
。

こ
の
「
す
み
よ
し
の
松
が
ね
あ
ら
ふ
し
き
な
み
に
」
と
い
う
和
歌

は
、
定
家
の
家
集
『
拾
遺
愚
草
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。『
国
歌
大

観
』
所
収
歌
で
は
二
八
九
三
番
歌
で
あ
る
（『
私
家
集
大
成
』
も
底

本
が
同
じ
な
の
で
同
番
号
に
な
る
）。

そ
の
詞
書
に
は
、「
住
吉
幷
依
羅
社
に
求
子
の
歌
よ
み
て
た
て
ま

つ
る
べ
き
よ
し
、
祠
官
申
し
か
ば
、
た
て
ま
つ
り
し
」
と
あ
り
、
右

の
「
す
み
よ
し
の
松
が
根
洗
ふ
」
の
歌
と
、「
君
が
代
は
よ
さ
み
の

森
の
と
こ
と
は
に
」
の
神
祇
歌
二
首
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。「
求
子
」

の
歌
と
は
、
雅
楽
の
「
東
遊
び
」
の
中
心
を
な
す
「
駿
河
舞
」
と

「
求
子
舞
」
の
後
者
に
由
来
し
、
神
社
を
称
え
る
歌
と
し
て
作
歌
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
住
吉
社
」
と

「
依
羅
社
」
を
称
え
る
歌
を
作
っ
て
奉
納
し
て
く
れ
と
い
う
依
頼
に

応
え
て
詠
ん
だ
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、「
依
羅
社
」
は

「
住
吉
社
」
と
同
じ
く
摂
津
国
住
吉
に
鎮
座
し
た
式
内
社
で
あ
る
が
、

祭
神
四
座
の
内
の
三
座
が
住
吉
社
の
祭
神
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
当
時
は
住
吉
祠
官
の
津
守
氏
が
依
羅
社
も
管
轄
し
て
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
そ
れ
は
さ
て
措
き
、
こ
の
「
す
み
よ
し
の
松
が
ね
あ
ら

ふ
」
の
歌
は
、
依
頼
さ
れ
た
二
首
の
内
の
一
首
だ
と
い
う
こ
と
が
分

か
る
。

右
の
住
吉
祠
官
の
依
頼
に
つ
い
て
は
、『
明
月
記
』
建
暦
元
年
十
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一
月
四
日
条
に
記
述
が
あ
る
。

四
日
、
夜
雨
、
朝
晴
、
…
（
以
下
中
略
）
…
夕
退
出
、
住
吉

経
国
来
談
之
次
、
当
社
東
遊
歌
可
詠
由
、
月
来
云
付
之
事
重
示

之
、
仍
詠
之
、

住
吉
東
遊
和
歌
、　　

従
三
位
侍
従
藤
原
朝
臣

―

す
み
よ
し
の
松
か
ね
あ
ら
ふ
し
き
な
み
に
い
の
る
み
か
け
は

ち
よ
も
か
は
ら
し

侍
従
今
日
依
番
参
内
、
夕
帰
来
、

こ
の
『
明
月
記
』
の
記
述
か
ら
、「
祠
官
」
が
津
守
経
国
で
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
る
。「
月
来
云
ひ
付
く
る
の
事
」
と
あ
る
の
で
、
一

か
月
以
上
前
か
ら
何
度
か
重
ね
て
依
頼
を
受
け
て
い
た
こ
と
も
分
か

る
。
そ
こ
で
、
住
吉
社
に
奉
納
す
べ
き
歌
を
日
頃
か
ら
考
え
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
思
い
つ
い
た
の
で
、
た
ま
た
ま
手
近
に
あ
っ

た
反
故
紙
に
書
き
付
け
て
お
い
た
、
そ
れ
が
本
書
状
案
の
余
白
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
依
羅
社
の
た
め
の
「
君
が
代
は
」
の
歌
は

ま
た
別
の
時
に
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
十
一
月
四
日
に
経
国
が
訪
ね

て
来
た
時
に
は
、
両
方
の
歌
が
す
で
に
用
意
で
き
て
い
た
の
で
、
そ

れ
を
経
国
に
渡
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。『
明
月
記
』
の

書
き
ぶ
り
か
ら
見
て
、
歌
題
と
位
署
を
記
し
た
正
式
に
形
式
の
整
っ

た
清
書
し
た
懐
紙
を
渡
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
当
然
、
奉
納
す
る
神
社

ご
と
に
作
成
し
た
は
ず
だ
か
ら
、
住
吉
神
社
の
分
に
は
、「
す
み
よ

し
の
…
…
」
の
一
首
の
み
が
書
か
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。

以
上
で
、
書
状
の
内
容
に
つ
い
て
の
検
討
を
終
る
。
次
に
、
当
書

状
案
に
付
属
す
る
書
類
等
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。

三

先
ず
、
軸
装
の
書
状
を
納
め
る
桐
箱
が
あ
り
、
蓋
の
表
面
に
「
御

掛
物
住
吉
文
定
家
筆　
　

一
幅　

土
屋
相
模
守
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ

の
書
状
が
あ
る
時
期
、土
屋
相
模
守
の
所
有
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

次
に
、「
定
家
住
吉
文
證
蹟
藤
谷
中
納
言
為
賢
」
と
上
書
き
し
た
紙
包
に

く
る
ま
れ
た
折
紙
が
あ
る
。
上
書
に
あ
る
通
り
、
藤
谷
為
賢
に
よ
る

鑑
定
書
で
あ
る
（
図
2
）。

明
夕
廿
二
日
ト
書
出
文

す
み
よ
し
の
松
か
ね

あ
ら
ふ
し
き
な
み
に

い
の
る
み
か
け
は

　
　
　
　

ち
よ
も

か
は
ら
し
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の

哥
右
之
文
一
覧
申
候

祖
父
定
家
卿
真
筆
無
疑
候

尤
可
有
秘
蔵
者
也

藤
谷
中
納
言

十子

二
月
廿
一藤
谷
中
納
言

日
為
賢
（
花
押
）

野
崎
宗
勘
老

折
紙
の
宛
先
で
あ
る
「
宗
勘
」
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
は
よ
く
わ

か
ら
な
い
。
姓
を
「
野
崎
」
と
読
ん
で
み
た
が
「
崎
」
で
は
な
い
か

も
し
れ
な
い
。
幽
か
に
見
覚
え
の
あ
る
名
前
の
よ
う
な
気
も
す
る
の

だ
が
、
思
い
出
せ
な
い
。
発
行
者
の
藤
谷
為
賢
は
冷
泉
家
九
代
為
満

の
次
男
で
、
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
の
生
ま
れ
、
慶
長
十
年
（
一

六
〇
五
）
分
家
し
て
藤
谷
家
を
興
す
こ
と
を
許
さ
れ
る
。
寛
永
九
年

（
一
六
三
二
）
従
三
位
に
叙
さ
れ
、
寛
永
十
九
年
（
一
六
四
二
）
五

十
歳
の
十
二
月
二
十
二
日
に
権
中
納
言
に
叙
任
さ
れ
た
。
三
年
後
の

正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
五
月
十
五
日
に
辞
職
し
、
以
後
承
応
二
年

（
一
六
五
三
）
七
月
十
一
日
に
没
す
る
ま
で
、
前
権
中
納
言
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、「
藤
谷
中
納
言
」
と
称
さ
れ
る
の
は
厳
密
に
言

え
ば
寛
永
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
正
保
二
年
五
月
十
五
日
ま

図 2
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で
の
間
で
あ
る
が
、
権
中
納
言
が
極
官
な
の
で
、
辞
職
後
も
「
藤
谷

中
納
言
」
と
略
称
し
た
可
能
性
は
あ
る
の
で
、
承
応
二
年
七
月
十
一

日
が
下
限
に
な
る
。「
十
二
月
」
の
右
肩
に
「
子
」
と
付
記
さ
れ
て

い
る
の
で
、
こ
れ
を
執
筆
年
と
す
る
と
、
右
の
期
間
中
の
子
年
は
慶

安
三
年
（
一
六
四
八
）
戌
子
の
年
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
為
賢
が

こ
の
書
状
を
家
祖
定
家
の
真
筆
と
鑑
定
し
た
の
は
慶
安
三
年
だ
っ
た

こ
と
に
な
ろ
う
。

次
に
、
上
書
に
、「
定
家
卿
住
吉
御
一
軸　

證
文
／
了
珉
」
と
す

る
外
包
に
く
る
ま
れ
た
古
筆
了
珉
の
折
紙
が
あ
る
（
図
3
）。

明
発
端

夕
廿
二
日
可
遂
拝
賀

す
奥
に

み
よ
し
の
哥
一
首

右
一
軸
竪
文
有
名

京
極
黄
門
定
家
卿
真
跡

不
渉
異
論
最
希
有
之

鴻
宝
難
尽
愚
毫
為

後
證
誌
之
而
已

元
禄
二
捻

古
筆
了
珉

仲
冬
日

（
琴
山
印
）

（
花
押
）

図 3
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と
あ
り
、
古
筆
家
五
代
了
珉
に
よ
る
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
の
鑑

定
書
で
あ
る
。

付
属
書
類
の
三
点
目
は
、
徳
川
家
か
ら
田
中
親
美
氏
に
宛
て
た
譲

渡
の
証
文
で
あ
る
（
図
4
）。

證

一
、
住
吉
ノ
文　
定
家
筆　

壱
幅

右
幅
物
御
懇
望
ニ
依
リ
贈
呈
致
候
也

　

昭
和
十
八
年
六
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　

公
爵
徳
川
家
（
印
）

田
中
親
美
殿

と
あ
る
。
こ
の
「
徳
川
家
」
が
ど
こ
の
徳
川
家
で
あ
る
か
は
印
文
で

明
ら
か
に
な
る
。
朱
印
で
「
千
駄
ヶ
谷
徳
川
公
爵
家
印
」
と
読
め

る
。
す
な
わ
ち
、
千
駄
ヶ
谷
に
屋
敷
を
持
っ
て
い
た
の
は
徳
川
宗
家

で
あ
る
。
昭
和
十
八
年
と
い
う
こ
と
か
ら
当
主
は
徳
川
家
正
氏
で
あ

る
と
分
か
る
。
徳
川
宗
家
は
十
五
代
将
軍
慶
喜
の
跡
を
田
安
家
の
家

達
が
継
い
で
十
六
代
目
と
な
り
、
貴
族
院
議
長
を
長
く
努
め
る
な

ど
、
明
治
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
政
治
、
外
交
な
ど
で
活
躍
し
た

が
、
昭
和
十
五
年
に
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
跡
を
家
達
の
嫡
男
家
正
が

十
七
代
目
を
継
承
し
た
。
家
正
氏
は
外
交
官
と
し
て
知
ら
れ
る
人
物

で
、
退
官
後
は
貴
族
院
議
員
と
な
り
、
最
後
の
貴
族
院
議
長
を
務
め

た
。
古
筆
や
骨
董
の
趣
味
に
つ
い
て
は
特
に
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が

な
い
よ
う
だ
が
、
こ
の
証
文
の
文
面
か
ら
察
す
る
と
こ
ろ
、
田
中
親

美
氏
に
何
ら
か
の
大
き
な
仕
事
を
依
頼
し
た
そ
の
謝
礼
の
一
部
と
し

て
、
親
美
氏
の
懇
望
を
容
れ
て
こ
の
書
状
を
譲
渡
し
た
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。
そ
の
仕
事
が
何
だ
っ
た
の
か
は

ま
っ
た
く
想
像
も
つ
か
な
い
。

図 4
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四

以
上
で
、
本
書
状
案
の
紹
介
報
告
と
考
察
を
終
え
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
実
は
本
書
状
の
写
し
が
現
存
し
、
い
ろ
い
ろ
な
所
で
紹
介
さ

れ
て
い
る
の
で
、
本
書
状
と
の
相
違
等
に
つ
い
て
、
粗
々
記
し
て
お

き
た
い
。

現
在
、
野
村
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
藤
原
定
家
筆
「
住
吉
歌

入
消
息
」
と
い
う
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。『
野
村
美
術
館
名
品
図
録
』

の
98
に
写
真
と
解
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
以
下
「
野
村
図
録
」
と

略
称
す
る
）。
こ
の
書
状
は
、
平
成
二
十
四
年
に
徳
川
美
術
館
の

『
徳
川
将
軍
の
御
成
』
展
に
、「
消
息　

住
吉
歌
入
文
」
と
し
て
展
示

さ
れ
た
ら
し
い
。（「
ら
し
い
」
と
い
う
の
は
、
私
は
そ
の
展
示
に
つ

い
て
当
時
は
何
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で
実
際
に
は
閲
覧
し
て
い
な
い

か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
折
の
図
録
の
解
説
文
の
コ
ピ
ー
は
入

手
で
き
た
。
以
下
「
徳
川
解
説
」
と
略
称
す
る
）。

「
野
村
図
録
」
に
よ
る
と
、
こ
の
写
し
は
「
縦　

二
四
・
三　

横　

三
四
・
五
」
と
あ
る
の
で
、
原
本
よ
り
も
一
回
り
小
さ
い
よ
う
で
あ

る
。
図
録
の
タ
イ
ト
ル
下
に
は
、「
柳
営
御
物
」
と
記
さ
れ
て
い
る

の
で
、
徳
川
将
軍
家
の
所
蔵
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
前

述
し
た
よ
う
に
原
本
が
徳
川
宗
家
に
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、「
柳
営
御

物
」
と
い
う
説
明
は
原
本
に
こ
そ
相
応
し
い
の
だ
が
、
原
本
と
写
し

の
両
方
が
共
に
徳
川
将
軍
の
持
ち
物
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う

か
。
ま
た
、「
野
村
図
録
」
の
解
説
は
、「
肥
痩
の
甚
だ
し
い
定
家
様

の
特
徴
が
よ
く
表
れ
て
い
る
が
江
戸
初
期
の
模
本
と
考
え
ら
れ
る
。

原
本
を
読
み
誤
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
誤
字
が
み
ら
れ
る
。」
と
も
記

し
て
い
る
。
確
か
に
意
味
不
明
の
文
言
が
あ
り
、
ど
う
に
も
読
め
な

い
文
字
も
あ
る
。
定
家
の
原
本
と
比
較
す
る
と
先
述
し
た
判
読
困
難

な
箇
所
を
中
心
に
か
な
り
多
く
の
誤
写
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

る
。「
野
村
図
録
」
の
解
読
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

明
夕
廿
一
日
可
遂
拝
賀
、
曵
觸
以
後

令
祇
候
給
代

（
マ
マ
（、
略
儀
刷
欤
、
是
不
可
及

御
束
帯
欤

　
　
　
　
　

定
家

九
月
廿
一
日

水
蔵
人
殿

す
み
よ
し
の
松
か
ね
あ
ふ

し
き
な
み
に

い
の
る
み
か
け
は
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ち
よ
も
か
ハ
ら
し

書
写
者
が
そ
も
そ
も
読
め
て
い
な
か
っ
た
ら
し
く
、
解
読
不
能
な

字
形
で
あ
っ
た
り
、
読
み
間
違
え
て
誤
っ
た
文
字
に
変
更
し
て
し

ま
っ
た
箇
所
な
ど
が
あ
る
。「
廿
二
日
」
を
「
廿
一
日
」
と
誤
っ
た

の
は
お
そ
ら
く
誤
植
だ
ろ
う
。「
祗
候
」
を
「
祇
候
」
と
し
た
の
も

誤
植
で
あ
ろ
う
。「
曵
觸
」
は
、『
明
月
記
』
に
頻
出
す
る
「
秉
燭
」

と
い
う
言
葉
を
知
っ
て
い
れ
ば
問
題
な
く
読
め
る
の
だ
が
、
書
写
者

は
「
秉
燭
」
と
い
う
言
葉
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
適
当
に

似
た
よ
う
な
字
形
に
書
い
た
に
違
い
な
い
。「
徳
川
解
説
」
の
方
は
、

「
秉
燭
」
と
い
う
言
葉
を
知
っ
て
い
た
の
で
、
写
し
の
変
な
文
字
を

正
し
い
文
字
に
直
し
た
と
思
わ
れ
、「
秉
觸
」
と
し
て
い
る
。「
燭
」

を
「
觸
」
と
誤
っ
て
い
る
の
は
書
写
さ
れ
て
い
る
通
り
に
し
て
い
る

の
だ
か
ら
や
む
を
え
な
い
。「
祗
候
」
も
「
徳
川
図
録
」
は
正
し
く

翻
字
し
て
い
る
。「
代
」
は
書
写
者
の
明
ら
か
な
誤
解
で
、「
哉
」
な

ら
、
当
然
「
マ
マ
」
は
不
要
で
あ
る
。「
刷
欤
」
は
、
先
述
の
通
り
、

原
本
自
体
の
判
読
が
困
難
な
箇
所
な
の
で
、
書
写
者
が
適
当
に
誤
っ

た
字
形
を
記
す
の
も
や
む
を
得
な
い
。
写
し
の
四
行
目
は
「
是
不
可

及
」
で
、
前
行
の
末
尾
を
「
是
」
と
読
ん
で
次
行
の
冒
頭
に
移
動
さ

せ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
先
述
し
た
ご
と
く
、「
是
」
は
冒
頭

で
な
く
、
前
行
末
尾
の
三
字
の
注
記
の
一
部
で
あ
る
か
ら
、
誤
読
に

基
づ
く
本
文
の
改
変
を
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
不

可
及
」
も
原
本
に
は
な
い
「
可
」
を
補
っ
て
し
ま
っ
た
に
違
い
な

い
。
意
味
を
理
解
し
に
く
く
し
て
し
ま
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
末
尾
の
「
候
歟
」
の
「
候
」
を
見
落
と
し
た
の
も
同
様
に
意
味

の
把
握
を
困
難
に
し
て
い
る
。
署
名
の
「
定
家
」
を
、写
し
は
「
定
」

「
家
」
と
二
文
字
に
書
い
て
い
る
が
、
原
本
は
、「
定
」
と
「
家
」
の

二
文
字
を
草
書
体
に
崩
し
て
一
つ
に
合
体
さ
せ
た
「
草
名
」
の
「
定

家
」
で
あ
る
。
定
家
の
真
筆
書
状
は
た
い
が
い
こ
の
草
名
で
あ
る（（
（

。

こ
の
署
名
の
字
体
を
見
た
だ
け
で
も
、
野
村
の
写
し
は
、
写
し
と
す

ぐ
に
分
か
る
代
物
で
あ
る
。
写
し
の
疑
問
箇
所
は
も
う
一
つ
、
書
状

の
宛
先
で
あ
る
「
水
蔵
人
殿
」
で
あ
る
。
蔵
人
の
呼
称
で
、「
弁
蔵

人
」
と
か
「
宰
相
蔵
人
」
と
か
い
う
の
は
あ
り
そ
う
だ
が
、「
水
蔵

人
」
な
ど
と
い
う
呼
称
は
存
在
し
な
い
。
官
職
名
で
「
水
」
と
略
す

よ
う
な
も
の
は
な
い
。「
源
蔵
人
」「
藤
蔵
人
」
の
よ
う
に
姓
の
一
字

を
略
し
て
付
す
こ
と
は
よ
く
あ
る
が
、「
水
」
と
略
す
姓
名
な
ど
は

存
在
し
な
い
。
現
代
な
ら
ば
「
水
田
」
と
か
「
水
沼
」
と
か
の
姓
は

あ
る
が
、
定
家
の
時
代
に
蔵
人
に
成
り
得
る
家
柄
に
そ
の
よ
う
な
姓

は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
は
、
読
み
間
違
い
で
な
け
れ
ば
、
誤
写
で
あ

る
。
原
本
の
「
新
」
の
崩
し
を
読
み
間
違
え
た
の
で
あ
る
。「
新
蔵



28

人
」
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
。

と
こ
ろ
で
、「
徳
川
解
説
」
に
は
、「
野
村
図
録
」
の
解
説
に
な

い
、
よ
り
詳
細
な
来
歴
が
記
さ
れ
て
い
る
。
引
用
す
る
と
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

こ
の
一
幅
は
、
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
四
月
十
日
、
五
代

将
軍
綱
吉
が
土
屋
政
直
邸
に
御
成
し
た
際
に
、「
備
前
師
光
の

太
刀
」「
来
国
光
の
刀
」「
狩
野
探
雪
守
定
筆
寿
老
人
西
王
母
の

屏
風
」
な
ど
と
と
も
に
、
政
直
か
ら
綱
吉
に
献
上
さ
れ
た
。
徳

川
将
軍
家
の
蔵
品
目
録
『
柳
営
御
道
具
帳
』
に
、「
土
屋
相
模

守
上　

御
成
之
節
於
宅
献
上
」「
金
百
枚
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

内
容
は
、
明
日
夕
刻
の
拝
賀
の
参
列
に
は
束
帯
の
着
用
は
不

要
と
す
る
、
藤
原
定
家
が
水
蔵
人
な
る
人
物
に
宛
て
た
書
状

で
、
最
後
の
「
す
み
よ
し
の
松
か
ね
あ
ら
ふ
し
き
な
み
の
」
と

す
る
『
拾
遺
愚
草
』
所
収
の
定
家
自
詠
の
和
歌
が
書
き
込
ま
れ

て
い
る
。
定
家
六
十
歳
こ
ろ
の
書
風
を
伝
え
て
い
る
も
の
の
、

現
在
の
眼
で
見
る
と
筆
致
も
こ
と
な
り
誤
字
が
あ
る
と
こ
ろ
か

ら
、
江
戸
時
代
初
期
の
写
し
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
桃
山
時
代

以
降
「
小
倉
色
紙
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
大
名
や
茶
人
た
ち

は
、
定
家
の
筆
跡
を
所
持
す
る
こ
と
を
誇
り
、
江
戸
時
代
を
通

じ
て
最
上
の
贈
答
品
の
一
つ
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
た
。本
品
も
、

江
戸
時
代
に
は
、
値
「
金
百
枚
」（
千
両
）
と
評
価
さ
れ
る
定

家
真
蹟
と
さ
れ
て
い
た
。（
以
下
の
翻
字
の
部
分
は
割
愛
す
る
。）

こ
こ
に
見
え
る
土
屋
相
模
守
か
ら
徳
川
綱
吉
に
献
上
さ
れ
た
も
の

が
当
該
書
状
で
あ
る
と
い
う
事
柄
は
、
某
家
蔵
原
本
の
箱
の
上
書
と

一
致
す
る
。
野
村
美
術
館
所
蔵
品
に
も
土
屋
相
模
守
の
名
を
付
し
た

箱
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

次
に
、
こ
の
誰
が
見
て
も
明
ら
か
な
写
し
が
、
金
千
両
に
相
当
す

る
最
上
の
贈
答
品
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
定
家
の
真
蹟
で
あ
れ
ば
、
千

両
と
評
価
さ
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
が
、
こ
の
写
し
は
ど
う
見
て

も
真
蹟
な
ど
で
は
あ
り
得
な
い
。
土
屋
政
直
に
せ
よ
将
軍
綱
吉
に
せ

よ
、
書
は
専
門
外
だ
と
言
っ
て
も
、
名
品
を
数
多
く
所
持
し
、
目
に

し
て
い
る
人
々
で
あ
る
。
彼
ら
が
こ
れ
を
一
目
見
て
写
し
物
だ
と
気

付
か
な
い
程
度
の
審
美
眼
し
か
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
と
は
俄

か
に
信
じ
ら
れ
な
い
。
私
に
は
納
得
し
か
ね
る
も
の
が
あ
る
。（
偉

そ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
恐
縮
で
あ
る
。
私
ご
と
き
は
、
そ
の
手
の
間

違
い
は
実
の
と
こ
ろ
日
常
茶
飯
事
な
の
だ
…
…
。）

推
測
で
あ
る
が
、
土
屋
相
模
守
か
ら
将
軍
に
献
上
さ
れ
て
、「
柳

営
御
物
」
と
な
っ
た
書
状
は
、
某
家
蔵
の
当
該
書
状
案
だ
っ
た
に
違

い
な
い
。
写
し
が
い
つ
写
さ
れ
た
の
か
は
不
明
と
し
か
言
い
よ
う
が

な
い
が
、「
野
崎
宗
勘
」
所
持
の
時
代
か
、
古
筆
了
珉
が
鑑
定
し
た
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こ
ろ
か
、
土
屋
家
か
ら
将
軍
家
に
献
上
さ
れ
た
後
な
の
か
、
決
め
手

は
な
い
。
た
だ
、
写
し
が
「
柳
営
御
物
」
と
い
う
伝
承
と
と
も
に
伝

え
ら
れ
た
の
な
ら
、
将
軍
家
に
あ
る
間
に
写
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
か
。

注（
1
）　

こ
の
箇
所
は
『
明
月
記
』
の
定
家
自
筆
本
は
残
っ
て
い
な
い
よ
う

だ
。
国
書
刊
行
会
本
の
本
文
を
用
い
た
。
誤
読
乃
至
誤
写
の
可
能

性
の
あ
る
文
字
も
そ
の
ま
ま
に
し
て
あ
る
。

（
2
）　

久
保
田
淳
著
『
藤
原
定
家
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
四
年

十
二
月
刊
）。
初
出
は
、
集
英
社
「
王
朝
の
歌
人
」
シ
リ
ー
ズ
の
一

冊
と
し
て
、
一
九
八
四
年
一
〇
月
刊
。

（
3
）　

昔
、
あ
る
日
の
中
世
文
学
会
の
大
会
の
質
疑
で
、
故
福
田
秀
一
氏

が
、「
案
」
と
は
下
書
き
の
意
味
で
は
な
く
、
手
控
え
の
こ
と
を
言

う
の
だ
、
と
若
い
研
究
者
に
諭
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

　
　

 

な
お
、『
日
本
古
典
籍
書
誌
学
辞
典
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年

三
月
刊
）
に
は
、「
案
文
」
の
見
出
し
で
、「
控
え
と
下
書
き
と
二

つ
の
意
味
を
も
つ
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
平
林
盛
得
氏
執
筆
）。

　
　

 

し
た
が
っ
て
、「
下
書
き
」
の
意
味
で
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
ら
し

い
が
、
こ
こ
で
は
、「
控
え
」
の
意
味
で
用
い
る
。

（
4
）　

典
型
的
な
例
と
し
て
、
五
島
美
術
館
所
蔵
の
い
わ
ゆ
る
「
反
故
懐

紙
」（
小
松
茂
美
著
『
古
筆
』（
講
談
社
、
昭
和
四
七
年
刊
）、『
定

家
様
』（
五
島
美
術
館
展
示
図
録
、
一
九
八
七
年
）、『
京
都
冷
泉
家

「
国
宝
明
月
記
」』（
五
島
美
術
館
展
示
図
録
、
二
〇
〇
四
年
）
等
さ

ま
ざ
ま
な
所
に
写
真
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
れ
は
、「
詠
初
冬
嵐
和
歌
」
と
い
う
題
と
「
左
近
衛
権
少

将
藤
原
定
家
」
と
い
う
位
署
を
書
き
、「
け
ふ
よ
り
は
ふ
ゆ
の
あ
ら

し
の
た
つ
た
か
は
」
ま
で
上
句
を
書
い
て
筆
を
止
め
、
そ
の
後
に
、

「
夜
へ
め
さ
れ
候
て
…
…
」
以
下
、
長
い
日
記
的
な
文
章
が
記
さ
れ
、

題
の
前
の
余
白
に
小
さ
な
文
字
で
、「
社
頭
霜
／
神
か
き
や
秋
に
は

あ
へ
ぬ
く
す
の
は
も
／
け
さ
お
く
し
も
に
ふ
り
や
は
て
な
ん
」
と

題
と
歌
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
懐
紙
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
藤
原
定
家
の
詠
草
覚
書
」（『
実
践
国
文
学
』
十
七
号
、
昭
和
五
十

五
年
三
月
）
に
詳
述
し
た
が
、
正
治
二
年
十
月
一
日
の
後
鳥
羽
院

御
所
で
行
わ
れ
た
当
座
歌
合
の
こ
と
を
翌
日
に
記
し
た
も
の
で
、

定
家
が
初
め
て
院
の
御
前
で
判
を
単
独
で
下
す
よ
う
に
と
の
仰
せ

を
蒙
っ
た
時
の
感
激
の
余
韻
覚
め
や
ら
ぬ
ま
ま
に
書
き
記
し
た
文

章
で
あ
る
。「
社
頭
霜
」
の
和
歌
は
、「
東
路
月
」
題
の
和
歌
と
二

首
、
別
の
歌
会
の
時
の
歌
で
あ
っ
て
、
右
の
拙
稿
で
は
、
同
日
の

後
番
歌
合
の
歌
か
と
考
え
た
が
、
む
し
ろ
、
後
日
の
別
の
歌
会
の

歌
を
思
い
つ
い
た
時
に
反
故
の
余
白
に
書
き
込
ん
だ
も
の
と
考
え

る
べ
き
だ
っ
た
と
思
う
。

（
5
）　
『
定
家
様
』（
五
島
美
術
館
展
示
図
録
、
一
九
八
七
年
）
に
収
録
さ

れ
て
い
る
定
家
筆
の
書
状
六
点
（
当
該
野
村
の
写
し
を
除
く
）
も

署
名
は
す
べ
て
草
名
で
あ
る
。


